
防 衛 庁 訓 令 第 37号
自 衛 官 の 心 理 適 性 検 査 に 関 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め

る 。
昭 和 51年 12月 ３ 日

防 衛 庁 長 官 坂 田 道 太
自 衛 官 等 の 心 理 適 性 検 査 に 関 す る 訓 令

改 正 昭 和 55年 12月 ５ 日 庁 訓 第 40号
平 成 ２ 年 ４ 月 ７ 日 庁 訓 第 10号
平 成 ８ 年 ２ 月 28日 庁 訓 第 ７ 号
平 成 13年 ３ 月 30日 庁 訓 第 58号
平 成 14年 ３ 月 18日 庁 訓 第 ４ 号
平 成 19年 １ 月 ５ 日 庁 訓 第 １ 号
平 成 19年 １ 月 31日 省 訓 第 ４ 号
平 成 21年 ３ 月 25日 省 訓 第 14号
平 成 21年 12月 25日 省 訓 第 66号
平 成 22年 ６ 月 30日 省 訓 第 29号

(趣 旨 )
第 １ 条 こ の 訓 令 は 、 自 衛 官 （ 自 衛 官 を 志 願 す る 者 を 含

む 。 ） 、 自 衛 官 候 補 生 （ 自 衛 官 候 補 生 を 志 願 す る 者 を
含 む 。 ） 、 陸 上 自 衛 隊 高 等 工 科 学 校 の 生 徒 （ 以 下 「 生
徒 」 と い う 。 ） 並 び に 即 応 予 備 自 衛 官 及 び 予 備 自 衛 官
補 を 志 願 す る 者 の 心 理 的 特 性 を 把 握 す る た め の 知 能 、
性 格 等 に 関 す る 適 性 検 査 （ 以 下 「 検 査 」 と い う 。 ） の
区 分 、 検 査 の 方 法 そ の 他 検 査 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項
を 定 め る も の と す る 。
(検 査 区 分 )

第 ２ 条 検 査 の 区 分 は 、 次 の と お り と す る 。
(１ ) 採 用 試 験 と し て 行 う 検 査 （ 以 下 「 採 用 検 査 」 と

い う 。 ）
(２ ) 職 種 の 指 定 、 職 域 の 区 分 又 は 特 技 保 有 者 の 認 定

若 し く は そ の 取 消 し を す る た め に 行 う 検 査 （ 以 下
「 職 務 検 査 」 と い う 。 ）

(３ ) 環 境 へ の 適 応 性 を は 握 す る た め に 行 う 検 査 （ 以
下 「 環 境 適 応 検 査 」 と い う 。 ）

(検 査 の 方 法 及 び 種 目 )
第 ３ 条 検 査 の 方 法 は 、 用 紙 検 査 、 器 材 検 査 及 び 面 接 検

査 と す る 。
２ 検 査 の 種 目 は 、 次 の と お り と す る 。

(１ ) 知 能 水 準 を 測 定 す る た め に 行 う 検 査 （ 以 下 「 知
能 検 査 」 と い う 。 ）

(２ ) 性 格 特 性 を 測 定 す る た め に 行 う 検 査 （ 以 下 「 性
格 検 査 」 と い う 。 ）

(３ ) 作 業 特 徴 を 測 定 す る た め に 行 う 検 査 （ 以 下 「 作
業 素 質 検 査 」 と い う 。 ）

(４ ) そ の 他 業 務 に 関 す る 興 味 、 能 力 、 感 覚 又 は 運 動



機 能 を 測 定 す る た め に 行 う 検 査 （ 以 下 「 職 業 適 性
検 査 」 と い う 。 ）

(検 査 問 題 等 の 作 成 等 )
第 ４ 条 検 査 問 題 及 び 検 査 実 施 要 領 （ 以 下 「 検 査 問 題 等

」 と い う 。 ） の 作 成 又 は 指 定 は 、 そ れ ぞ れ 陸 上 幕 僚 長 、
海 上 幕 僚 長 及 び 航 空 幕 僚 長 （ 以 下 「 幕 僚 長 」 と い う 。
） が 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 作 成 又
は 指 定 が 一 般 幹 部 候 補 生 を 志 願 す る 者 の う ち 航 空 機 の
操 縦 を 志 願 す る も の 及 び 航 空 学 生 を 志 願 す る 者 に 対 し
て 行 う 採 用 検 査 に 係 る も の で あ る と き は 、 海 上 幕 僚 長
及 び 航 空 幕 僚 長 は 、 相 互 に 協 議 す る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 ２ 等 陸 士 、 ２ 等 海 士 及 び
２ 等 空 士 で あ る 自 衛 官 、 一 般 曹 候 補 生 又 は 自 衛 官 候 補
生 又 は 一 般 曹 候 補 生 を 志 願 す る 者 に 対 し て 行 う 採 用 検
査 に 係 る 検 査 問 題 等 の 作 成 又 は 指 定 は 、 陸 上 幕 僚 長 が
海 上 幕 僚 長 及 び 航 空 幕 僚 長 と 協 議 の 上 行 う も の と す る 。
(検 査 対 象 者 等 )

第 ５ 条 検 査 は 、 別 表 の 検 査 区 分 の 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応
じ 、 同 表 の 検 査 対 象 者 の 欄 に 掲 げ る 者 に 対 し 、 そ れ ぞ
れ 同 表 の 検 査 種 目 の 欄 に 掲 げ る 種 目 に つ い て 行 う も の
と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 行 お う と す る 検 査 の 種 目
が 当 該 対 象 者 に つ き 既 に 行 わ れ て い る 検 査 の 種 目 と 同
一 で あ る 場 合 に は 、 当 該 検 査 を も つ て 行 お う と す る 検
査 に 代 え る こ と が で き る 。
(検 査 の 判 定 )

第 ６ 条 検 査 の 判 定 は 、 検 査 問 題 等 の 作 成 又 は 指 定 の 例
に よ り 幕 僚 長 が 定 め る 判 定 基 準 に よ り 行 う も の と す る 。
(検 査 の 実 施 権 者 等 )

第 ７ 条 検 査 （ 採 用 検 査 を 除 く 。 ） の 実 施 及 び 判 定 は 、
そ れ ぞ れ 幕 僚 長 又 は 幕 僚 長 の 定 め る 者 が 行 う も の と す
る 。
(検 査 結 果 の 取 扱 い )

第 ８ 条 検 査 の 結 果 は 公 開 し な い も の と す る 。
(検 査 の 特 例 )

第 ９ 条 幕 僚 長 は 、 検 査 に つ い て 、 こ の 訓 令 に よ り 難 い
場 合 に は 、 防 衛 大 臣 の 承 認 を 得 て 別 の 定 め を す る こ と
が で き る 。
(委 任 規 定 )

第 10条 こ の 訓 令 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 そ れ ぞ れ
幕 僚 長 が 定 め る も の と す る 。 た だ し 、 採 用 検 査 に 係 る
も の に つ い て は 、 陸 上 幕 僚 長 が 海 上 幕 僚 長 及 び 航 空 幕
僚 長 と 協 議 の 上 、 定 め る も の と す る 。

附 則 （ 抄 ）
１ こ の 訓 令 は 、 昭 和 52年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 昭 和 55年 12月 ５ 日 庁 訓 第 40号 ） （ 抄 ）



１ こ の 訓 令 は 、 昭 和 55年 12月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 （ 平 成 ２ 年 ４ 月 ７ 日 庁 訓 第 10号 ） （ 抄 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ 年 ４ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 （ 平 成 ８ 年 ２ 月 28日 庁 訓 第 ７ 号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 （ 平 成 13年 ３ 月 30日 庁 訓 第 58号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 13年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 （ 平 成 14年 ３ 月 18日 庁 訓 第 ４ 号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 14年 ３ 月 27日 か ら 施 行 す る 。
附 則 （ 平 成 19年 １ 月 ５ 日 庁 訓 第 １ 号 ） （ 抄 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 19年 １ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 （ 平 成 19年 １ 月 31日 省 訓 第 ４ 号 ） （ 抄 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 19年 ４ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 （ 平 成 21年 ３ 月 25日 省 訓 第 14号 ） （ 抄 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 21年 ３ 月 27日 か ら 施 行 す る 。
附 則 （ 平 成 21年 12月 25日 省 訓 第 66号 ） （ 抄 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 22年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 （ 平 成 22年 ６ 月 30日 省 訓 第 29号 ） （ 抄 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 22年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）

検 査 区 分 検 査 対 象 者 検 査 種 目

２ 等 陸 士 、 ２ 等 海 士 及 び ２ 等 空 知 能 検 査
士 で あ る 自 衛 官 を 志 願 す る 者 性 格 検 査

一 般 幹 部 候 補 生 を 志 願 す る 者 の 知 能 検 査
う ち 航 空 機 の 操 縦 を 志 望 す る も 性 格 検 査
の 及 び 航 空 学 生 を 志 願 す る 者 職 業 適 性 検 査

一 般 幹 部 候 補 生 を 志 願 す る 者 の 職 業 適 性 検 査
採 用 検 査 う ち 特 技 職 の 音 楽 を 志 望 す る 者

一 般 曹 候 補 生 を 志 願 す る 者 性 格 検 査

自 衛 官 候 補 生 を 志 願 す る 者 知 能 検 査
性 格 検 査

予 備 自 衛 官 補 （ 一 般 ） を 志 願 す 知 能 検 査
る 者 性 格 検 査

予 備 自 衛 官 補 （ 技 能 ） を 志 願 す 性 格 検 査
る 者

２ 等 陸 士 、 ２ 等 海 士 及 び ２ 等 空 知 能 検 査
士 で あ る 自 衛 官 、 一 般 曹 候 補 性 格 検 査
生 、 自 衛 官 候 補 生 並 び に 生 徒 の 作 業 素 質 検 査
う ち 、 入 隊 直 後 の 教 育 課 程 に お 職 業 適 性 検 査
い て 教 育 を 受 け て い る 者 で 、 幕



僚 長 の 定 め る も の
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 10
5号 ） 第 98条 第 1項 に 定 め る 指 定
自 動 車 教 習 所 で あ る 自 衛 隊 施 設
に お い て 技 能 検 定 を 受 け よ う と
す る 者 及 び 現 に 自 衛 隊 用 自 動 車

職 務 検 査 を 運 転 す る 者 で 、 幕 僚 長 の 定 め
る も の （ 即 応 予 備 自 衛 官 を 含
む 。 ）
操 縦 士 の 航 空 従 事 者 技 能 証 明 を
得 よ う と す る 者
空 挺 従 事 者 の 取 扱 に 関 す る 訓 令
（ 昭 和 30年 陸 上 自 衛 隊 訓 令 第 39
号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 空 挺 隊 員 に
な ろ う と す る 者
潜 水 艦 の 乗 組 員 又 は 潜 水 作 業 に
従 事 す る 海 上 自 衛 官 に な ろ う と
す る 者

環 境 適 応 検 査 陸 曹 長 、 海 曹 長 及 び 空 曹 長 以 下 知 能 検 査
の 自 衛 官 で 幕 僚 長 の 定 め る も の 性 格 検 査

作 業 素 質 検 査


